
配合飼料価格高騰に関する支援について

※支援金は配合飼料価格安定制度の各基金の窓口団体から
畜産農家の皆様に交付されます。

配合飼料価格安定制度に加入されている畜産農家の皆様へ

配合飼料価格安定制度に加入されている畜産農家の方を対象に、
積立金相当額の一部を支援します。

支援内容

宮崎県畜産振興課
畜産経営支援担当

電話0985-26-7138

県では、ウクライナ情勢等による配合飼料価格高騰の影響を
緩和するために、緊急対策を実施します。

畜産セーフティネット対策緊急強化事業

支援対象：
支 援 額 ：

配合飼料価格安定制度に加入されている方
令和４年度年間契約数量（トン）×200円

支援は緊急的に行うものです。
国産飼料の利用に努めるともに、飼料ロスの低減や飼料効率の向上等
日々の飼養管理も見直しましょう！
飼料価格高騰に対応するための飼養管理マニュアルは
県ホームページ「ひなたMAFiN」に掲載しています。
【掲載ページ】
http://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/chikusanshinkoka/1481.html

ひなたMAFiN

※


